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１ 件名 

庁舎スペース利活用における文書デジタル化業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 目的 

渋谷区役所では、職員が会議で使用するための会議室がほぼ予約で埋まっており、職員

が数名集まることのできるスペースが少なくなっている。また、フロアによっては執務室

に職員が密集し、圧迫感・密集感を感じている現状がある。 

これらの課題解決のため、各フロアの書庫にある物品や文書を移動・デジタル化するこ

とにより、会議スペースやユーティリティスペースへの転用を実現するとともに、文書の

デジタル化及び文書データの利活用による業務効率化を図る。 

本業務は、令和５年度内に庁舎の１フロアの書庫を対象とし、書庫の転用及び文書デー

タの利活用に向けた文書のデジタル化等の方法検討及び実施、デジタル化後の業務フロー

の検討及び確立、庁舎スペースの利活用の推進などを目的とする。 

あわせて、令和５年度の実施結果等を踏まえ、令和６年度以降の全庁展開についても検

討する。 

 

３ 履行期間 

 契約締結の日から令和６年３月 31日（日）まで 

 

４ 履行場所 

 渋谷区（以下「区」という。）が指定する場所 

 

５ 委託業務内容 

本業務の委託内容は次のとおり。 

（１） 文書のデジタル化及び庁舎スペース利活用に係る計画策定 

① 庁舎１フロアの書庫（紙文書は約 130万枚）を対象とし、文書等の廃棄、移動又

はデジタル化によって書庫にスペースを作り、会議室やユーティリティスペースへ

の転用を実現すること。 

※１フロアに対して１～２つの書庫が存在する。 

※１フロアの在籍職員数は１００名とする（クラウドレポジトリ使用ユーザーも

１００名とする。）。 

※対象フロアの選定及び書庫の転用方法の検討も調達要件に含める。 

※枚数については、各課への聞き取りによる概算であり増減する可能性がある。 

② 紙文書の閲覧にかかる手間や時間を削減し、職員にとってより利便性の高い文書

閲覧環境を実現すること。 
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③ デジタル化後の業務フローを検討・確立し、スムーズに業務遂行できること。 

④ 必要であれば、区がすでに導入している文書管理システム等との連携を検討する

こと。 

（２） 文書のデジタル化業務 

デジタル化とは、有形の文書を読み取り、当該有形文書のデジタル画像を作成する

とともに、アナログ文字情報をデジタルのテキスト情報へ変換するサービスとする。 

① デジタル化対象文書等の搬送作業（渋谷区役所等⇔受託者事業所） 

(ア)デジタル化文書作成作業の対象となる紙文書の梱包作業は、当区職員が行う

ものとする。なお、デジタル化対象文書を梱包する段ボール等は、受託者が用

意すること。 

(イ)区が指定した場所において、専任の作業担当者が当区職員から直接デジタル

化対象文書の授受を行うこと。 

(ウ)受託者は、搬送用の車両を用意し、盗難や紛失等を防止するセキュリティ対策

を講じたうえで、区が指定した場所と受託者作業環境間の直行便として運用す

ること。 

(エ)搬送車両については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平

成 12年東京都条例第 215号）」による粒子状物質排出基準を満たすものを使用

すること。 

(オ)搬送対象の確実な搬入記録及び受託者作業環境内における作業工程管理の徹

底、デジタル化対象文書の作業漏れや紛失、損傷防止策を講じた対策を講じる

こと。 

② デジタル化前作業 

   デジタル化作業の品質確保及び効率的な作業を実施するために有効と考えられるデ

ジタル化対象文書の事前整理作業を実施すること。 

③ デジタル化作業 

(ア)デジタル化作業においては、デジタル化対象文書の脱漏や損傷リスクを最小

化した方法にて実施すること。 

(イ)デジタル化対象文書は、ドッチファイル、クリアファイル、紙ファイル等か

ら取り外し、クリップやステープルを取り除いた上で、すべての面（表裏）を

カラースキャンすること（デジタル化のファイル形式は PDFとする）。 

(ウ)デジタル化対象文書に貼付されている付箋等については、これを添付したま

まデジタル化すること。ただし、付箋等により紙面上の文字や画像等が隠れてし

まう場合は、取り外しによるデジタル化対象文書への損傷の影響が無い付箋等に

ついてのみ取り外した上で、紙面の余白部、余白部がない場合は白紙面に貼付の

上、デジタル化すること。なお、付箋等に何も記載されていない場合は、当該

付箋等をデジタル化する必要は無いものとする。 
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(エ)デジタル化対象文書に封筒等が同梱されている場合は、封筒及びその中身も

デジタル化すること。 

(オ)白紙面は取り除くこと。 

(カ)インデックスタブは添付したままデジタル化すること。 

④ 品質確認作業 

デジタル化文書の品質確保の観点から、人的スキル等による成果物の品質のばらつ

きを排除すること。 

⑤ 成果物（デジタル化文書） 

(ア) 納品時のファイル形式は、PDFファイルとすること。 

(イ) 最終納品時の解像度は 300dpi以上、色調はフルカラーとすること。 

(ウ) デジタル化文書はすべて OCR処理を行い、全文検索可能な形態とすること。 

(エ) デジタル化文書を格納した物理メディア又は受託者が提供するクラウド型レ

ポジトリサービスで納品すること。なお、納品に当たっては、最新のパターン

ファイルによりデータのウイルスチェックを行うこと。 

(オ) 当区に成果物を納品後、当区と取り決めた業務仕様に定める期間保存し、履

行期間内において再び成果物を納品できるようにすること。期間を経過したあ

とは確実に消去すること。 

（３） 資料及び成果物の管理・保全 

① 資料及び成果物の保管にあたっては、施錠付きの書庫等に収納し、保安及び防災上の

安全を確保するものとする。 

② デジタル化作業を行っている場合であっても、当区の指示があった場合は、速やか

にデジタル化対象文書等の返却ができるようにすること。 

（４） 業務報告 

監督員からの求めに応じて、下記のものを監督員に報告すること。 

① 成果物の納品が完了したデジタルデータファイル件数 

② データ削除報告書（保存期間や削除のタイミングは協議する。） 

③ 情報セキュリティ報告書（作業員に対する監査及び教育に関する報告書含む） 

④ 作業者名簿 

（５） 次年度以降の全庁展開に係る計画策定 

１フロアの実施結果等を踏まえ、次年度以降の全庁展開に係る計画策定及び予算要求

支援等を行うこと。また、職員の意識改革に必要な支援等全庁展開を行う上で必要な活

動も行うこと。 

 

６ 想定スケジュール 

スケジュールは下図のとおりを想定している。詳細なスケジュールは、別途協議のうえ

決定する。なお、その後スケジュールを変更する必要が生じた場合は、監督員と協議の
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上、変更の指示を受けること。 

 

 

７ プロジェクト管理 

(１) プロジェクトの編成 

① 本業務を遂行するため、プロジェクトを編成すること。 

② プロジェクト責任者を選任すること。 

プロジェクト責任者は、本業務と同等規模の文書デジタル化等の支援において、責任

者としての業務経験を有すること。 

③ プロジェクト責任者及びプロジェクト従事者の氏名、在籍年数及び過去５年間の業

務実績を記載した名簿（様式自由）を提出すること。 

④ プロジェクトの体制図を作成すること。 

(２) プロジェクト計画 

プロジェクトの着手に先立ち、区と受託者の作業体制、作業方針、作業の進め方、ル

ール、日程等を明確にするため、事前にそれらを記載した「プロジェクト計画書」を

速やかに作成すること。「プロジェクト計画書」について本区の承認を得た上で作業

を開始すること。 

(３) プロジェクト会議 

① 作業期間中は、作業の進捗状況の確認、問題点の共有化及び解決策の検討を図り、

本区と受託者が共通の問題意識を持って課題に対応するため、必要に応じて週次、

月次等でプロジェクト会議を開催すること。 

② 会議の進行を行うとともに、議事録作成等を行うこと。また、会議の資料や議事録

等の打合せの記録を遅滞なく提出し、本区の承認を得ること。 

③ 特別職等への説明について、必要に応じて開催すること。 
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(４) プロジェクトに係る庁内調整 

  関係所管課との調整を行うこと。 

(５) プロジェクトの進捗管理及び課題管理 

① プロジェクトの進捗状況の確認は資料等を用いて行うこと。 

② プロジェクトの目的達成を阻害する課題を特定し、解決のための取組状況を報告す

ること。また、課題管理を実施し、適宜報告すること。 

(６) プロジェクトの品質に関する事項 

高い品質を維持するために成果物に対する品質基準を設けること。また、品質の達成

水準を報告すること。 

(７) プロジェクトに関する詳細 

プロジェクトに関する詳細は、採用された企画提案書を基に決定する。 

 

８ 納品物 

 受託者は、以下の納品物を電子媒体にまとめた上で１部納品すること。 

（１）業務完了報告書 

（２）「５ 委託業務内容（２）⑤成果物（デジタル化文書）」に定めるデジタルデータ 

（３）「５ 委託業務内容（４）業務報告」に定める報告書等 

 

９ 契約不適合責任 

検査時に本仕様書との不一致が見られた場合は、本区と協議の上、受託者は無償で是正

措置を実施すること。 

 

１０ 業務の引継ぎに関する要件 

本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除又はその他契約の終了事由の如

何を問わず本業務が終了となる場合には、受託者は本区の指示の下、本業務終了日までに

本区が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じ、新規受託者に移行する作業の

支援を行うこと。なお、引き継ぐべき業務の内容について業務引継書を作成し、本区に提

出する。 

受託者は、業務引継書に基づき、新規受託者に対し本業務が停滞しないよう十分な説明

及びサポートを行うこと。本区及び受託者以外の第三者に引継ぎを行う場合、引継ぎ業務

には本区の担当者が立会い、その内容について確認を行う。 

受託者は、本業務が終了した際には、本区から提供を受けた資料、データ等について速

やか本に区へ返還するとともに、受託者設備に記録された資料、データ等の全てを受託者

の責任で完全に消去すること。 

 

１１ 特記事項 
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（１）受託者は、本区の契約及び規則等に基づく指示に従い業務を実施すること。また、

業務を遂行するにあたり、関係法令等を遵守して実施すること。 

（２）本区が必要と認めたときは、委託した業務についての立入検査を実施することがで

きる。また、受託者はこの検査に協力しなければならない。 

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、業務を円滑に遂行するために必要な

作業については本業務に含むこととする。 

（４）本仕様書の内容に違反し、本区に損害を与えたときは、受託者は、監督員と協議の

上その損害を賠償しなければならない。 

（５）本仕様書に定めのない事項については、監督員と受託者が協議して決定する。 

（６）本業務は業務委託契約とし、受託者は本業務を善良なる管理者の注意をもって実施

することについてのみ責任を負うものとする。 

（７）この調達仕様書に定める内容と区の定める業務委託契約書契約条項に定める内容と

に齟齬が生じたときは、この調達仕様書に定める内容を優先するものとする。 

 

１２ 再委託 

（１）受託者は、本業務に係る業務の全部又は主要部分の一部を第三者に再委託してはな

らない。ただし、渋谷区業務委託契約書契約条項第３条第２項により、業務の一部を

第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ別に定める「業務の一部再委託申請

書」により契約担当者に申し出て、書面により契約担当者の承諾を得なければならな

い。 

（２）受託者は、契約担当者により再委託の承諾を得た場合、再委託先に本業務に基づく

一切の義務を遵守させなければならない。 

（３）受託者は、契約担当者の承諾を得た再委託先に対して、再委託する業務内容に限定

して、区の管理する秘密情報及び個人情報を開示し、利用させることができるものと

する。 

（４）受託者は、契約担当者の承諾を得て再委託したときは、再委託をした相手方をして、

更に第三者に委託させてはならないものとする。 

 

１３ 秘密保持 

（１）本業務における「秘密情報」は、媒体及び手段（専用回線による通信、光磁気ディ

スク、印刷物等）を問わず、開示者が受領者に開示、提供した又は将来において開示、

提供される技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報である。 

（２）区及び受託者は、互いに秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相

手方の事前の書面による同意又は法令により開示を求められた場合を除き、他の第三

者に開示、公表及び配布をしないものとする。ただし、受託者が秘密情報を再委託先

の履行補助者に開示する場合は、区の事前の同意を得ることを要しないものとするが、
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開示する者に対して秘密保持の責任を遵守させなければならないものとする。 

（３）区及び受託者は、本業務が終了したとき、相手方の求めがあったとき又は本業務の

履行のために必要がなくなったときには、相手方の求めに応じ、秘密情報を記録した

媒体及びその複製物を返還又は破棄するものとする。なお、破棄する場合は、その方

法等につき事前に協議するものとする。 

（４）受託者は、委託作業の従事者に秘密保持に関する義務を遵守させるために誓約させ

るものとし、その状況について委託者に報告することとする。 

 

１４ 個人情報 

（１）受託者は、本業務に係る業務に関連して直接又は間接に知り得た区の管理する個人

情報について、「１０ 再委託（３）」により受託者から再委託先に対して開示、利用さ

せた場合及び法令に基づき開示を要求された場合を除いて、他に開示、公表及び配布

せず、受託者自身も当該個人情報を利用してはならないものとする。 

（２）受託者は、前記（１）により知り得た区の管理する個人情報を善良なる管理者の注

意義務をもって厳重に管理するものとし、漏えい防止のために必要な方策を講じるも

のとする。 

（３）受託者は、本業務が終了したとき又は本業務の履行のために必要がなくなったとき

は、区の求めに応じ、前記（１）により知り得た区の管理する個人情報を記録した媒体

及びその複製物を返還又は破棄するものとする。なお、破棄する場合は、その方法等

につき事前に協議するものとする。 

（４）受託者は、本業務を実施するにあたっての個人情報の取扱いについて、別記「個人

情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１５ 作業場所の制限 

（１）受託者は、本業務に関する作業を受託者事業所内で行うものとし、契約担当者の承

諾を得て再委託した場合は、再委託先の事業所内で作業できるものとする。ただし、

個人情報を取り扱う作業については、再委託先の事業所での作業を禁止とする。この

際、作業を行う場所について予め監督員に届け出なければならない。 

（２）受託者は、秘密保持及び業務遂行上の必要性から区の事務室内で作業を行う場合に

は、区に作業場所及び業務に必要な機器等の使用を要請することができるものとし、

区は、受託者から当該要請があり、その必要性を認めたときは、使用上の条件を明示

し、無償により提供することができるものとする。 

（３）受託者は、区により提供を受けた事務室等を使用する場合、明示された使用上の条

件のほか、次の事項を作業従事者に遵守させなければならない。 

① 就業規則は、受託者が定めるものを適用すること。 
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② 作業責任者を定め、監督員の指示に従うこと。 

③ 作業従事者は、身分証明書を常時携帯し、区の職員から情報保護又は防犯上の必

要性に基づく要請があったときは、これを提示すること。 

 

１６ 障害等の報告 

（１）受託者は、本業務に係る業務の遂行に支障が生じるおそれのある障害又は事故の発

生を知ったときは、その障害等発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を監督員に

報告すること。 

（２）受託者は、当該障害等が個人情報の漏えい、滅失又はき損に係るものである場合に

は、当該個人情報の項目、内容、数量、障害の発生場所、発生状況等を詳細に記載した

書面により、速やかに監督員に報告し、監督員の指示に従わなければならない。 

 

１７ 作業従事者 

（１）受託者は、受託者側の従事者に対し、本仕様書及び作業にあたって区と確認する事

項の内容等について、必要な教育、啓発を行うこと。 

（２）本業務に係る受託者側の従事者への指示、労務管理及び安全衛生等に関する一切の

指揮命令は、受託者が行うものとする。 

 

１８ その他 

（１）本業務にあたり、第三者の著作権等に抵触するものについては、受託者の責任と費

用をもって処理するものとする。 

（２）この仕様書の解釈について疑義が生じたとき又はこの仕様書に定めのない事項につ

いては、監督員と協議の上決定すること。 

 


